
はじめに

　私たちの郷土熊本は、豊富な地下水、雄大な阿蘇の草原、多様な生物が生息する天草や有
明、八代の海など豊かな自然環境に恵まれています。これらは、「誰もが生まれて良かっ
た、住んで良かった、ずっと住み続けたい」と思えるような熊本であるために大切なもので
あり、次世代に健全な形で引き継いでいかなければならないものです。
　私たち熊本県民は、わが国の公害の原点と言われる水俣病を通して、生命の源である自然
環境が破壊されると、その復元には多大な時間と労力を要することを教訓として学びまし
た。
　近年、温室効果ガス排出量の増加による「地球温暖化の危機」、大量生産・大量消費・大
量廃棄の社会経済活動による「資源浪費による危機」、開発や乱獲、外来種の侵入等による
「生態系の危機」という地球的規模の３つの危機に直面しています。これらの課題を克服
するため、温室効果ガス排出量の大幅削減による「低炭素社会」、３Ｒ（廃棄物の排出抑
制、再使用、再生利用）を通じた資源循環による「循環型社会」、生物多様性の保全及び恵
みの持続可能な利用による「自然共生社会」の実現が求められています。
　また、本県においては、地下水の湧出量の減少や硝酸性窒素による汚染、閉鎖性海域であ
る有明海及び八代海の環境悪化、最終処分場のひっ迫や不法投棄などの問題、更に、国境を
越えた大気や海流が引き起こす酸性雨や光化学スモッグ、漂流・漂着ごみ等の環境問題が顕
在化しています。
　これらの問題を解決するためには、水俣病の教訓を踏まえ、県民一人ひとりが環境問題を
自らの問題として捉え、地球環境問題と身近な環境問題が密接不可分であることを十分理解
し、環境に配慮した行動の実践に努めなければなりません。
　県民、事業者及び行政が、連携し、県民総ぐるみによる取組を進めることにより、低炭
素、循環及び共生を基調とした安全で快適な持続可能な社会「環境立県くまもと」の実現を
図ってまいります。
　この「第三次熊本県環境基本指針」及び「第四次熊本県環境基本計画」は、国内外の環
境をめぐる動き等も踏まえ、本県の環境の各分野ごとに現状・課題を明らかにするととも
に、本県が目指すべき姿とその実現に向けた取組の方向を示しています。
　県としては、この基本指針・基本計画に沿って、関連施策の着実な推進に努めてまいりま
す。
　県民の皆様には、「環境立県くまもと」づくりへの御理解と積極的な御参画をお願い申し
上げます。

　平成23年３月

　　熊本県知事　蒲　島　郁　夫
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